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険
税
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

保
険
税
の
支
払
い
は
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
さ

れ
る
方
の
医
療
費
の
本
人
負
担

割
合
は
、
４
月
１
日
か
ら
３
割

に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

泉
セ
ン
タ
U
」
の
利
用
料
を
助

成
し
ま
す
。

利
用
期
間

▽
檜
原
温
泉
セ
ン

タ
U
「
数
馬
の
湯
」
…
４
月
１

日
〜
平
成
16
年
３
月
31
日
（
４

月
〜
11
月
は
午
前
10
時
〜
午
後

10
時
、
12
月
〜
３
月
は
午
前
10

時
〜
午
後
７
時
）

※
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
翌

日
）
は
休
み
で
す
。
ま
た
12
月

24
日
〜
27
日
は
休
館
日
で
す
。

▽
奥
多
摩
温
泉
「
も
え
ぎ
の

「
緑
の
募
金
」
は
、
森
林
づ

く
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
、

地
域
の
緑
化
推
進
の
支
援
に
役

立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
21
世
紀

は
、
「
環
境
の
世
紀
」
と
言
わ

れ
、
都
市
の
緑
化
・
森
林
の
再

生
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。今

年
も
市
役
所
、
図
書
館
、

公
民
館
、
地
域
セ
ン
タ
U
、
東

部
・
西
部
出
張
所
な
ど
の
窓
口

に
募
金
箱
を
設
置
し
ま
す
。
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

と
　
き

４
月
21
日
（
月
）
〜

５
月
20
日
（
火
）

問
合
せ

公
園
緑
地
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
５
６

加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
る

と
、
国
民
健
康
保
険
税
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
た
り
、
そ
の
間
の
医

療
費
が
全
額
自
己
負
担
に
な
っ

た
り
し
ま
す
。

ま
た
、
や
め
る
手
続
き
が
遅

※上記の各届け出を代理人が行う場合は、届け出に来る方の印鑑が必
要になります。
※加入手続きの場合、家族がすでに市国保に入っているときは、その
被保険者証を持参してください。
※老人保健法などの医療証を受けている方は、それぞれの医療証も持
参してください。
※出生・死亡の届け出で、出産一時金、葬祭費の支給対象となる場合
は、世帯主などの銀行口座番号をメモしてきてください。

こ ん な と き 手続きに必要なもの
１．小平市に転入したとき

４．子どもが生まれたとき

２．職場などの健康保険をやめ
たとき

３．生活保護を受けなくなった
とき

(転入届出後、国保係へ)

印鑑、被保険者証、母子健康手帳

保護廃止決定通知書

４．死亡したとき

２．被保険者証をなくしたとき

被保険者証、保護開始決定通知書

被保険者証

在学証明書、被保険者証、住民票

健康保険をやめたことを証明
するもの

１．住所(市内異動)・氏名・世帯
主などに変更があったとき

納税通知書・自動車運転免許証など、
本人であることを証明するもの

国
保
に
入
る
場
合

１．小平市から転出するとき
２．職場などの健康保険に加入
したとき

被保険者証(転出届出後、国保係へ)
被保険者証、勤務先の被保険
者証

印鑑、被保険者証、葬祭費用
の領収書など

被保険者証、施設などに入園
する場合には在園証明書

被保険者証、年金証書(厚生年
金保険裁定通知書)など

３．生活保護を受けるようにな
ったとき

国
保
を
や
め
る
場
合

そ

の

ほ

か

３．修学で住所地を離れるため、
別個に被保険者証　が必要
なとき

４．旅行などで住所地を離れる
ため、別個に被保険者証　
が必要なとき

５．被用者年金を受給するよう
になり、退職者医療制度　
に該当したとき

学

退

遠

育
園
長
）
▽
江
畠
妙
子
（
仲
町

保
育
園
長
）
▽
遠
藤
久
子
（
上

宿
保
育
園
長
）
▽
川
±

美
江
子

（
上
水
南
保
育
園
長
）
▽
鈴
木

康
眞
（
中
央
公
民
館
長
補
佐
兼

事
業
係
長
）

異
動
・
昇
任
＝
４
月
１
日
付

〈
部
長
・
同
相
当
職
の
異
動
な

ら
び
に
派
遣
〉

▽
企
画
財
政
部
長
　
赤
羽
紘

（
環
境
部
長
）
▽
企
画
財
政
部

理
事
　
昼
間
守
仁
（
企
画
財
政

部
長
）
▽
健
康
福
祉
部
理
事

〔
昭
和
病
院
組
合
へ
派
遣
延

長
〕
本
石
哲
夫
（
健
康
福
祉
部

理
事

昭
和
病
院
組
合
へ
派
遣
）

〈
部
長
へ
の
昇
任
〉

▽
市
民
部
長
　
金
子
武
弘
（
市

民
部
保
険
年
金
課
長
）
▽
環
境

部
長
兼
環
境
保
全
課
長
　
菊
池

哲
矢
（
環
境
部
環
境
保
全
課

長
）
▽
児
童
女
性
部
長
　
金
子

惠
一
（
児
童
女
性
部
児
童
課

長
）
▽
都
市
整
備
部
長
　
小
貫

晴
信
（
都
市
整
備
部
総
合
計
画

課
長
）

〈
課
長
・
同
相
当
職
の
異
動
な

ら
び
に
派
遣
〉

▽
市
民
部
保
険
年
金
課
長
　
藤

井
信
雄
（
環
境
部
参
事
　
小

平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組
合
へ

派
遣
）
▽
生
活
文
化
部
防
災
対

策
課
長
　
竹
田
正
司
（
市
民
部

収
納
課
長
）
▽
生
活
文
化
部
参

事
〔
小
平
市
文
化
振
興
財
団
へ

派
遣
〕

鈴
木
正
人
（
生
活
文

化
部
産
業
振
興
課
長
）
▽
児
童

女
性
部
児
童
課
長
　
神
山
好
夫

（
総
務
部
参
事
）
▽
児
童
女
性

部
青
少
年
・
男
女
平
等
推
進
課

長
　
稲
田
精
二
（
健
康
福
祉
部

福
祉
計
画
課
長
）
▽
社
会
教
育

部
体
育
課
長
　
大
沼
卓
郎
（
建

設
部
交
通
安
全
課
長
）
▽
中
央

公
民
館
長
　
菅
原
君
夫
（
総
務

部
管
財
課
長
）
▽
監
査
事
務
局

次
長
　
本
田
博
之
（
生
活
文
化

部
防
災
対
策
課
長
）

〈
課
長
・
同
相
当
職
へ
の
昇
任

な
ら
び
に
派
遣
〉

▽
総
務
部
参
事
　
平
尾
達
朗

（
総
務
部
職
員
課
長
補
佐
兼
人

事
係
長
）
▽
総
務
部
管
財
課
長
　

大
久
保
昇
一
（
東
部
出
張
所

校
教
育
部
学
務
課
長
補
佐
兼
学

事
係
長
）
▽
中
央
図
書
館
長
　

安
藤
憲
一
（
学
校
給
食
セ
ン
タ

U
所
長
）

〈
課
長
補
佐
・
同
相
当
職
の
異

動
〉

▽
総
務
部
職
員
課
長
補
佐
兼
人

事
係
長
　
角
田
幸
広
（
健
康
福

祉
部
介
護
保
険
課
長
補
佐
兼
庶

務
係
長
）
▽
市
民
部
収
納
課
長

補
佐
兼
収
納
係
長
　
齋
藤
雅

（
市
民
部
収
納
課
長
補
佐
兼
収

納
第
一
係
長
）
▽
大
沼
保
育
園
　

長
　
坂
下
さ
え
子
（
鈴
木
保
育

園
長
）
▽
花
小
金
井
保
育
園
長
　

畠
山
美
枝
子
（
大
沼
保
育
園

長
）
▽
上
宿
保
育
園
長

志
賀

み
や
子
（
花
小
金
井
保
育
園

長
）
▽
都
市
整
備
部
開
発
第
一

課
長
補
佐
兼
土
地
区
画
整
理
係

長
　
清
水
幸
世
（
都
市
整
備
部

開
発
第
一
課
長
補
佐
）

〈
課
長
補
佐
・
同
相
当
職
へ
の

昇
任
な
ら
び
に
派
遣
〉

▽
総
務
部
管
財
課
長
補
佐
兼
管

財
係
長
　
岡
村
秀
哉
（
総
務
部

管
財
課
管
財
係
長
）
▽
市
民
部

長
）
▽
総
務
部
参
事
〔
東
京
市

町
村
総
合
事
務
組
合
へ
派
遣
〕

関
口
徹
夫
（
健
康
福
祉
部
健

康
課
長
補
佐
兼
予
防
係
長
）
▽

市
民
部
収
納
課
長
　
菊
田
光
男

（
西
部
出
張
所
長
）
▽
生
活
文

化
部
産
業
振
興
課
長
　
加
藤
一

仁
（
市
民
部
市
民
課
長
補
佐
兼

管
理
係
長
）
▽
環
境
部
下
水
管

理
課
長
　
清
水
孝
彦
（
社
会
教

育
部
社
会
教
育
課
長
補
佐
兼
庶

務
係
長
）
▽
健
康
福
祉
部
福
祉

計
画
課
長
　
並
木
　
雄
（
学
校

教
育
部
庶
務
課
長
補
佐
兼
庶
務

係
長
）
▽
健
康
福
祉
部
高
齢
者

福
祉
課
長
　
関
根
國
弘
（
健
康

福
祉
部
生
活
福
祉
課
長
補
佐
兼

保
護
第
一
係
長
）
▽
建
設
部
交

通
安
全
課
長
　
荒
井
章
（
環
境

部
下
水
工
事
課
長
補
佐
兼
下
水

工
務
係
長
）
▽
建
設
部
建
築
課

長
　
加
藤
泰
男
（
建
設
部
建
築

課
長
補
佐
兼
建
築
係
長
）
▽
都

市
整
備
部
総
合
計
画
課
長
　
出

口
拓
　
（
都
市
整
備
部
総
合
計

画
課
長
補
佐
兼
計
画
係
長
）
▽

会
計
課
長
　
教
山
裕
一
郎
（
学

市
民
課
長
補
佐
兼
管
理
係
長
　
　

深
谷
達
（
企
画
財
政
部
情
報
シ

ス
テ
ム
課
情
報
第
二
係
長
）
▽

東
部
出
張
所
長
　
滝
澤
清
児

（
生
活
文
化
部
市
民
生
活
課
主

査
）
▽
西
部
出
張
所
長
　
小
野

明
雄
（
市
民
部
収
納
課
収
納
第

二
係
長
）
▽
環
境
部
下
水
工
事

課
長
補
佐
兼
下
水
工
務
係
長
　
　

吉
川
英
男
（
都
市
整
備
部
総
合

計
画
課
主
査
）
▽
津
田
保
育
園

長
　

村
美
保
（
津
田
保
育
園

主
査
）
▽
鈴
木
保
育
園
長

大

野
礼
子
（
鈴
木
保
育
園
主
査
）

▽
小
川
保
育
園
長
　
鈴
木
章
子

（
小
川
保
育
園
主
査
）
▽
仲
町

保
育
園
長
　
忍
田
和
子
（
仲
町

保
育
園
主
査
）
▽
上
水
南
保
育

園
長
　
横
地
久
美
子
（
上
水
南

保
育
園
主
査
）
▽
健
康
福
祉
部

介
護
保
険
課
長
補
佐
兼
庶
務
係

長

遠
藤
毅
（
企
画
財
政
部
行

政
管
理
課
主
査
）
▽
健
康
福
祉

部
生
活
福
祉
課
長
補
佐
兼
保
護

第
一
係
長

住
田
大
一
郎
（
健

康
福
祉
部
福
祉
計
画
課
主
査
）

▽
健
康
福
祉
部
健
康
課
長
補
佐

兼
予
防
係
長

藤
井
重
男
（
企

画
財
政
部
行
政
管
理
課
統
計
係

長
）
▽
健
康
福
祉
部
健
康
課
長

補
佐〔
昭
和
病
院
組
合
へ
派
遣
〕

桐
英
樹
（
企
画
財
政
部
財
政

課
主
査
）
▽
健
康
福
祉
部
健
康

課
長
補
佐
〔
昭
和
病
院
組
合
へ

派
遣
〕

新
倉

男
（
生
活
文

化
部
防
災
対
策
課
主
査
）
▽
学

校
教
育
部
庶
務
課
長
補
佐
兼
庶

務
係
長
　
阿
部
和
生
（
会
計
課

会
計
係
長
）
▽
学
校
教
育
部
学

務
課
長
補
佐
兼
学
事
係
長
　
諸

井
康
次
（
都
市
整
備
部
開
発
第

一
課
土
地
区
画
整
理
係
長
）
▽

学
校
給
食
セ
ン
タ
U
所
長
　
大

滝
安
定
（
議
会
事
務
局
主
査
）

▽
社
会
教
育
部
社
会
教
育
課
長

補
佐
兼
庶
務
係
長
　
阿
部
裕

（
企
画
財
政
部
財
政
課
主
査
）

▽
社
会
教
育
部
体
育
課
長
補
佐

兼
事
業
係
長
　
武
藤
眞
仁
（
健

康
福
祉
部
福
祉
計
画
課
主
査
　

小
平
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
派

遣
）
▽
中
央
公
民
館
長
補
佐
兼

事
業
係
長
　
浅
見
せ
つ
子
（
環

境
部
下
水
管
理
課
庶
務
係
長
）

手
に
使
用
で
き
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
大
人
が
い

な
い
と
き
は
、
石
油
ス
ト
U
ブ

な
ど
の
使
用
を
避
け
ま
し
ょ

う
。
子
ど
も
た
ち
が
火
遊
び
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
か
け
た

ら
、
そ
の
場
で
注
意
し
て
止
め

さ
せ
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ

小
平
消
防
署
予
防
課

指
導
調
査
係
ò
042
（
３
４
１
）

０
１
１
９

駐
車
場
や
路
上
に
駐
車
し
て

い
る
車
両
内
か
ら
金
品
を
盗
ん

で
い
く
「
車
上
あ
ら
し
」
と
い

う
事
件
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

犯
行
は
、
自
動
車
の
ド
ア
の

か
ぎ
穴
壊
し
、
運
転
席
側
や
助

手
席
側
な
ど
の
窓
ガ
ラ
ス
の
破

壊
だ
け
で
な
く
、
ド
ア
の
か
ぎ

の
か
け
忘
れ
な
ど
に
よ
っ
て
も

起
き
て
い
ま
す
。
被
害
を
防
止

す
る
た
め
に
、
必
ず
か
ぎ
を
抜

き
、
ド
ア
ロ
ッ
ク
を
か
け
る
な

ど
の
防
止
対
策
を
と
り
ま
し
ょ

う
。駐

車
場
内
な
ど
で
車
両
を
の

ぞ
き
見
て
い
る
な
ど
、
不
審
な

人
を
見
か
け
た
ら
、
た
だ
ち
に

１
１
０
番
通
報
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
合
せ

小
平
警
察
署
ò
042

（
３
４
３
）
０
１
１
０

国民健康保険国民健康保険国民健康保険
届け出は2週間以内に届け出は2週間以内に

れ
、
誤
っ
て
国

保
の
被
保
険
者

証
を
使
っ
て
受

診
す
る
と
、
国

保
で
負
担
し
た

医
療
費
分
を
あ

と
で
返
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

ま
た
、
国
民

健
康
保
険
税
も

課
税
さ
れ
た
ま

ま
に
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

国
保
は
皆
さ

ん
の
納
め
る
保

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
す
る
と
き
、
や
め
る
と

き
、
退
職
者
医
療
制
度
へ
の
切

り
替
え
の
と
き
な
ど
は
、
変
更

の
あ
っ
た
日
か
ら
14
日
以
内
に

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

湯
」
４
月
１
日
〜
平
成
16
年
３

月
31
日
（
３
月
〜
11
月
は
午
前

９
時
30
分
〜
午
後
８
時
30
分
、

12
月
〜
２
月
は
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
６
時
）

※
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
翌

日
）
は
休
み
で
す
。
ま
た
年
末

年
始
の
休
館
日
に
つ
い
て
は
直

接
施
設
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

利
用
資
格

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方

利
用
方
法

被
保
険
者
証
を
持

参
の
う
え
、
保
険
年
金
課
、
東

部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市
役

所
の
い
ず
れ
か
で
「
温
泉
セ
ン

タ
U
割
引
利
用
券
」
の
交
付
を

受
け
、
利
用
の
際
、
利
用
料
金

を
添
え
て
施
設
窓
口
へ

利
用
料
金

大
人
４
百
円
、
小

学
生
２
百
円
（
割
引
後
）

※
も
え
ぎ
の
湯
は
、
別
途
50
円

入
湯
税
あ
り
。
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９
５
２
９

子
ど
も
の
火
遊
び
に

ご
　
注
　
意
　
を

緊
急
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

１

１

９

番

通

報

市

職

員

人

事

（

）
内
は
前
職

東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
で
は
、
保
養
施
設
「
温

車

上

あ

ら

し

に

ご
　
　
用
　
　
心

緑
化
推
進
に
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す

緑
の
募
金
へ
ご
協
力
を

温

泉

セ

ン

タ

ー

割

引

利

用

券

退
職
＝
３
月
31
日
付

〈
部
長
・
同
相
当
職
の
退
職
〉

▽
赤
木
昇
（
市
民
部
長
）
▽
福

田
一
訓
（
児
童
女
性
部
長
）
▽

野
崎
健
雄
（
都
市
整
備
部
長
）

〈
課
長
・
同
相
当
職
の
退
職
〉

▽
村
瀬
孝
弘
（
生
活
文
化
部
参

事
　
小
平
市
文
化
振
興
財
団
派

遣
）
▽
畠
山
敏
郎
（
環
境
部
下

水
管
理
課
長
）
▽
杉
村
澄
江

（
児
童
女
性
部
青
少
年
・
男
女

平
等
推
進
課
長
）
▽
有
本
雅
弘

（
健
康
福
祉
部
高
齢
者
福
祉
課

長
）
▽
平
澤
正
信
（
会
計
課
長
）

▽
金
田
一
孝
夫
（
社
会
教
育
部

体
育
課
長
）
▽
近
藤
吉
夫
（
中

央
公
民
館
長
）
▽
山
田
勇
（
中

央
図
書
館
長
）
▽
小
澤
正
征

（
監
査
事
務
局
次
長
）

〈
課
長
補
佐
・
同
相
当
職
の
退

職
〉

▽
崎
原
育
子
（
津
田
保
育
園

長
）
▽
赤
木
ふ
き
子
（
小
川
保

市
内
で
は
、
平
成
14
年
中
65

件
の
火
災
が
発
生
し
、
そ
の
う

ち
「
火
遊
び
」
が
原
因
の
も
の

が
５
件
発
生
し
、
出
火
原
因
の

第
４
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ラ
イ
タ
U
な
ど
の
点
火
用
具

は
子
ど
も
の
目
に
触
れ
な
い
場

所
に
置
く
な
ど
、
子
ど
も
が
勝

４
月
１
日
か
ら
、
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
で
も
、
１
１
９
番
通
報
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１
１
９
番
を
ダ
イ
ヤ
ル
し
、
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
を
送
付
し
て
く
だ

さ
い
。詳
し
く
は
、小
平
消
防
署

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
住
所
（
建
物
の
名
称
ま
で
詳

細
に
）
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

状
況
を
白
紙
送
信
を
防
ぐ
た

め
、
両
面
に
記
入
し
て
送
付
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

小
平
消
防
署
予
防
課

指
導
調
査
係
ò
042
（
３
４
１
）

０
１
１
９


